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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドア（ＤＡ，ＤＢ）のラッチ状態を解除するためのラッチ解除用動力を発揮し得る電気
式アクチュエータ（２４）と、該電気式アクチュエータ（２４）の作動ならびに機械的な
ラッチ解除操作力の入力に応じてドア（ＤＡ，ＤＢ）のラッチ状態を解除するようにした
ラッチ機構（２２Ａ，２２Ｂ）と、前記電気式アクチュエータ（２４）を作動させるよう
にした車両ユーザの通常操作ならびに前記ラッチ機構（２２Ａ，２２Ｂ）に機械的なラッ
チ解除操作力を入力するようにした車両ユーザの非常操作を可能としたラッチ解除用操作
部材（２９）とを備える車両用ドアのラッチ解除装置において、
　前記ラッチ解除用操作部材（２９）と、車両ユーザが操作することを可能とした規制解
除用操作部材（３７）と、該規制解除用操作部材（３７）の非操作状態では前記ラッチ解
除用操作部材（２９）の非常操作を規制するものの前記規制解除用操作部材（３７）の操
作に応じて前記ラッチ解除用操作部材（２９）の非常操作を許容するようにした非常操作
規制手段（３８）とを、車両ユーザが車室側でドア（ＤＡ，ＤＢ）の開閉操作を行うため
のインサイドハンドル（２１）の把持部（２１ａ）に設けて、該把持部（２１ａ）の上部
に前記ラッチ解除用操作部材（２９）を配置するとともに該把持部（２１ａ）の下部に前
記規制解除用操作部材（３７）を配置したことを特徴とする車両用ドアのラッチ解除装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ドアのラッチ状態を解除するためのラッチ解除用動力を発揮し得る電気式ア
クチュエータと、該電気式アクチュエータの作動ならびに機械的なラッチ解除操作力の入
力に応じてドアのラッチ状態を解除するようにしたラッチ機構と、前記電気式アクチュエ
ータを作動させるようにした車両ユーザの通常操作ならびに前記ラッチ機構に機械的なラ
ッチ解除操作力を入力するようにした車両ユーザの非常操作を可能としたラッチ解除用操
作部材とを備える車両用ドアのラッチ解除装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドアに設けられるオープンボタンを通常時は小ストローク分押すことで電気アクチュエ
ータを作動させてドアのラッチ状態を解除し、バッテリ上がり等による作動不良に起因し
てドアのラッチ状態を電気的に解除できない場合には、前記オープンボタンを通常操作時
よりも押し込むようにして非常操作を行い、オープンボタンに連結されるアームおよびケ
ーブルを介してラッチ機構に機械的なラッチ解除操作力を入力することでドアのラッチ状
態を解除し得るようにしたものが、特許文献１で知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公平６－３５０９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、上記特許文献１で開示されるものでは、通常操作時および非常操作時のいず
れでも同一のオープンボタンを押し込み操作しており、非常操作を規制する手段がないの
で、通常時でも非常操作を行うことが可能であり、不必要な非常操作をしてしまうという
課題がある。
【０００５】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、不必要にラッチ解除操作部材の非
常操作を行うことがないようにした車両用ドアのラッチ解除装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、ドアのラッチ状態を解除するためのラッチ解除
用動力を発揮し得る電気式アクチュエータと、該電気式アクチュエータの作動ならびに機
械的なラッチ解除操作力の入力に応じてドアのラッチ状態を解除するようにしたラッチ機
構と、前記電気式アクチュエータを作動させるようにした車両ユーザの通常操作ならびに
前記ラッチ機構に機械的なラッチ解除操作力を入力するようにした車両ユーザの非常操作
を可能としたラッチ解除用操作部材とを備える車両用ドアのラッチ解除装置において、前
記ラッチ解除用操作部材と、車両ユーザが操作することを可能とした規制解除用操作部材
と、該規制解除用操作部材の非操作状態では前記ラッチ解除用操作部材の非常操作を規制
するものの前記規制解除用操作部材の操作に応じて前記ラッチ解除用操作部材の非常操作
を許容するようにした非常操作規制手段とを、車両ユーザが車室側でドアの開閉操作を行
うためのインサイドハンドルの把持部に設けて、該把持部の上部に前記ラッチ解除用操作
部材を配置するとともに該把持部の下部に前記規制解除用操作部材を配置したことを特徴
とする。
【０００７】
　なお実施の形態のラッチ解除用電動モータ２４が本発明の電気式アクチュエータに対応
し、実施の形態のプッシュボタン２９が本発明のラッチ解除用操作部材に対応し、実施の
形態の運転席側サイドドアＤＡおよび後部サイドドアＤＢが本発明のドアに対応する。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明の上記構成によれば、インサイドハンドルの把持部の上部にラッチ解除用操作部
材が配置されるとともに該把持部の下部に規制解除用操作部材が配置されており、規制解
除用操作部材の非操作状態では非常操作規制手段によってラッチ解除用操作部材の非常操
作が規制され、規制解除用操作部材を操作することでラッチ解除用操作部材の非常操作が
許容されるので、不必要にラッチ解除用操作部材の非常操作を行うことを回避することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】乗用車両の側面図である。
【図２】運転席側サイドドアのインサイドハンドルおよびラッチ機構を車室側から見た側
面図である。
【図３】インサイドハンドルの一部を切欠いて示す拡大側面図である。
【図４】通常操作状態での図３に対応した図である。
【図５】非常操作状態での図３に対応した図である。
【図６】後部サイドドアのインサイドハンドルおよびラッチ機構を車室側から見た側面図
である。
【図７】ラッチ機構の拡大側面図である。
【図８】アンロック状態にあるラッチ機構をケーシングからカバー部材および第２ケース
を外した状態で示す要部側面図である。
【図９】ラッチ解除用電動モータの作動によるラッチ解除状態での図８に対応した側面図
である。
【図１０】ロック状態での図８に対応した側面図である。
【図１１】図７の１１－１１線断面図である。
【図１２】図１１の１２－１２線断面図である。
【図１３】図１１の１３－１３線断面図である。
【図１４】図１１の１４－１４線断面図である。
【図１５】チャイルドロック機構を作動させた状態での図７に対応したラッチ機構の側面
図である。
【図１６】チャイルドロック機構を作動させた状態での図１３に対応した断面図である。
【図１７】チャイルドロック機構の非作動状態での通常操作時の図１３に対応した断面図
である。
【図１８】チャイルドロック機構の非作動状態での非常操作時の図１３に対応した断面図
である。
【図１９】チャイルドロック機構の非作動状態での非常操作時の図８に対応した側面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について添付の図１～図１９を参照しながら説明すると、先
ず図１において、乗用車両の運転席側サイドドアＤＡには、運転席の車両ユーザが車室側
で運転席側サイドドアＤＡの開閉操作を行うためのインサイドハンドル２１Ａが取付けら
れるとともに、運転席側サイドドアＤＡの閉じ状態を車体側に係合することで保持するラ
ッチ状態ならびに運転席側サイドドアＤＡを開放操作することを可能としたアンラッチ状
態を切り換え可能としたラッチ機構２２Ａが配設される。また乗用車両の後部サイドドア
ＤＢには、後部座席の車両ユーザが車室側で後部サイドドアＤＢの開閉操作を行うための
インサイドハンドル２１Ｂが取付けられるとともに、後部サイドドアＤＢの閉じ状態を車
体側に係合することで保持するラッチ状態ならびに後部サイドドアＤＢを開放操作するこ
とを可能としたアンラッチ状態を切り換え可能としたラッチ機構２２Ｂが配設される。
【００１１】
　図２において、運転席側サイドドアＤＡの前記ラッチ機構２２Ａには、運転席側サイド
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ドアＤＡのラッチ解除を可能とするアンロック状態ならびに運転席側サイドドアＤＡのラ
ッチ解除を不能としたロック状態を切り換える動力を発揮する正逆回転自在のロック・ア
ンロック切換用電動モータ２３と、アンロック状態でラッチ状態を解除するための動力を
発揮する電気式アクチュエータであるラッチ解除用電動モータ２４とが内蔵される。また
前記ラッチ機構２２Ａは、ロック状態およびアンロック状態のいずれでも車両ユーザによ
る車室内での操作によるラッチ解除操作力の機械的な入力に応じたラッチ解除が可能であ
る。
【００１２】
　図３を併せて参照して、前記インサイドハンドル２１Ａは、その内部に中空部２５を有
するように構成されており、車両の前後方向に長く延びる把持部２１ａと、該把持部２１
ａの前端に連設される円形の前部支持部２１ｂと、前部支持部２１ｂよりも大きな円形に
形成されて前記把持部２１ａの後端に連設される後部支持部２１ｃとから成り、前上がり
に傾斜した前記インサイドハンドル２１Ａの前部支持部２１ｂおよび後部支持部２１ｃが
前記運転席側サイドドアＤＡの内面側に固定される。
【００１３】
　前記インサイドハンドル２１Ａにおける前部支持部２１ｂの車室内に臨む面には、乗用
車両の前記運転席側サイドドアＤＡおよび前記後部サイドドアＤＢを含む全てのドアのラ
ッチ機構２２Ａ，２２Ｂ…のロック状態およびアンロック状態を切換えるためのロック・
アンロック切換用スイッチ２６が配設される。
【００１４】
　前記インサイドハンドル２１Ａにおける把持部２１ａの前部上側面には、下方に凹んだ
凹部２７が形成されるとともに、その凹部２７の略中央部に開口するボタン挿入孔２８が
設けられ、このボタン挿入孔２８には、ラッチ解除用操作部材であるプッシュボタン２９
が配置される。このプッシュボタン２９は、上端部を前記凹部２７に臨ませて前記ボタン
挿入孔２８に挿入されるものであり、その下部には半径方向外方に張り出す鍔部２９ａが
一体に設けられ、該鍔部２９ａは前記ボタン挿入孔２８の周縁部内面に下方から当接、係
合可能である。
【００１５】
　前記プッシュボタン２９の下端部には、車両の前後方向に延びて前記中空部２５内に配
置されるリンクレバー３１の前端部がピン３０を介して連結される。一方、前記インサイ
ドハンドル２１Ａにおける前記把持部２１ａにおいて前記後部支持部２１ｃ寄りの一側下
部には前記リンクレバー３１の後端部が第１支軸３２を介して回動可能に支持されており
、前記プッシュボタン２９の押し込み操作に応じて前記リンクレバー３１は第１支軸３２
の軸線まわりに回動する。
【００１６】
　前記リンクレバー３１の長手方向中間部に対応する部分で前記把持部２１ａの一側下部
にはレバー３３が第２支軸３４を介して回動可能に支持される。このレバー３３は、一端
部が第２支軸３４を介して前記把持部２１ａに支持される連結腕部３３ａと、該連結腕部
３３ａの一端部に略直角に連設されて前記リンクレバー３１の長手方向中間部下端に当接
する当接腕部３３ｂとを一体に有して略Ｌ字状に形成されるものであり、前記把持部２１
ａおよび前記レバー３３間にはねじりばね３５が設けられ、前記レバー３３は、前記ねじ
りばね３５が発揮するばね力によって前記当接腕部３３ｂを前記リンクレバー３１に下方
から当接させる側に回動付勢される。また前記連結腕部３３ａの他端部には、前記ラッチ
機構２２Ａに機械的なラッチ解除操作力を伝達するためのケーブル３６の一端部が連結さ
れる。
【００１７】
　ところで前記ねじりばね３５のばね力は前記レバー３３から前記リンクレバー３１を介
して前記プッシュボタン２９に作用するものであり、プッシュボタン２９は、その非操作
状態では、図３の実線で示すように、前記鍔部２９ａを前記ボタン挿入孔２８の周縁部内
面に当接させた非操作位置に在る。
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【００１８】
　車両ユーザは、前記ラッチ機構２２Ａの前記ラッチ解除用電動モータ２４を作動させる
ようにして前記非操作位置から図４で示す通常操作位置までプッシュボタン２９を小スト
ローク分だけ押し込む通常操作と、前記ラッチ機構２２Ａに機械的なラッチ解除操作力を
入力するために前記非操作位置から図５で示す非常操作位置まで前記プッシュボタン２９
を大ストロークで押し込む非常操作とを行うことが可能であり、前記プッシュボタン２９
を通常操作したときには、前記リンクレバー３１がわずかに回動することで前記レバー３
３がわずかに回動し、前記ケーブル３６がわずかに牽引され、前記プッシュボタン２９を
非常操作したときには、前記リンクレバー３１が大きく回動することで前記レバー３３が
大きく回動し、前記ケーブル３６が大きく牽引されることになる。
【００１９】
　前記プッシュボタン２９の非常操作は、規制解除用操作部材３７の非操作状態では非常
操作規制手段３８によって規制されるものであり、非常操作規制手段３８は規制解除用操
作部材３７を車両ユーザが操作するのに応じて前記プッシュボタン２９の非常操作を許容
する。
【００２０】
　前記規制解除用操作部材３７は、車両の前後方向に長く延びるように形成されるもので
あり、その後部が第１支軸３２よりも後方で前記インサイドハンドル２１Ａにおける前記
把持部２１ａの下部に第３支軸３９を介して回動可能に連結される。また前記把持部２１
ａの下部には前後に長く形成される開口部４０が設けられており、非操作状態での前記規
制解除用操作部材３７の前部の一部は、前記開口部４０から前記把持部２１ａの下方に突
出され、車両ユーザは、前記インサイドハンドル２１Ａの前記把持部２１ａを握った状態
で前記規制解除用操作部材３７の前部を上方に押し上げつつ前記プッシュボタン２９を非
常操作することが可能である。
【００２１】
　前記規制解除用操作部材３７は、第３支軸３９よりも後方に突出したばね受け部３７ａ
を後端部に一体に有しており、前記インサイドハンドル２１Ａの後部支持部２１ｃに一体
に設けられた円筒状のばね支持部４１を巻回するねじりばね４２が、前記後部支持部２１
ｃおよび前記ばね受け部３７ａ間に設けられる。前記規制解除用操作部材３７は、前記ね
じりばね４２が発揮するばね力によって、該規制解除用操作部材３７の前部を前記開口部
４０から下方に突出させる側にばね付勢されるものであり、前記ねじりばね４２による付
勢方向への前記規制解除用操作部材３７の回動端は、前記開口部４０の周縁に前記規制解
除用操作部材３７が当接することによって規制される。
【００２２】
　前記非常操作規制手段３８は、前記規制解除用操作部材３７の後部に設けられた規制突
部３７ｂと、該規制突部３７ｂに下方から当接することを可能として第１支軸３２よりも
後方で前記リンクレバー３１の後端部に一体に突設される当接突部３１ａとで構成される
ものであり、前記プッシュボタン２９が非操作位置にあって前記規制解除用操作部材３７
の非操作状態では、前記当接突部３１ａは図３で示すように規制突部３７ｂのわずかに下
方位置にあり、この状態でプッシュボタン２９を押すと、図４で示すように当接突部３１
ａが規制突部３７ｂに当接することでリンクレバー３１の回動が規制され、プッシュボタ
ン２９の押し込み操作が小ストロークの通常操作に規制される。
【００２３】
　前記規制解除用操作部材３７を押し込み操作すると、図３の鎖線で示すように前記規制
突部３７ｂが前記当接突部３１ａから離れる方向に前記規制解除用操作部材３７が回動し
、この状態では、前記当接突部３１ａが前記規制突部３７ｂに当接するまでの前記リンク
レバー３１の回動量が大きくなり、図５で示すように前記プッシュボタン２９を非常操作
位置まで大きいストロークで非常操作することが可能となる。
【００２４】
　図６において、後部サイドドアＤＢのインサイドハンドル２１Ｂは、前記運転席側サイ
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ドドアＤＡの前記インサイドハンドル２１Ａに配設されているロック・アンロック切換用
スイッチ２６が配設されていないことを除けば、前記運転席側サイドドアＤＡの前記イン
サイドハンドル２１Ａと基本的に同様の構成を有しており、プッシュボタン２９、リンク
レバー３１、レバー３３、規制解除用操作部材３７および非常操作規制手段３８等が前記
運転席側サイドドアＤＡの前記インサイドハンドル２１Ａと同様に配設される。而してラ
ッチ機構２２Ｂに機械的なラッチ解除操作力を伝達するためのケーブル３６は、前記プッ
シュボタン２９の押し込み操作が小ストロークの通常操作に規制されたときにはわずかに
牽引され、規制解除用操作部材３７を押し込みつつ前記プッシュボタン２９を非常操作位
置まで大きいストロークで非常操作すると前記ケーブル３６が大きく牽引されることにな
る。
【００２５】
　後部サイドドアＤＢの前記ラッチ機構２２Ｂには、後部サイドドアＤＢのラッチ解除を
可能とするアンロック状態ならびに後部サイドドアＤＢのラッチ解除を不能としたロック
状態を切り換える動力を発揮する正逆回転自在のロック・アンロック切換用電動モータ２
３と、アンロック状態でラッチ状態を解除するための動力を発揮する電気式アクチュエー
タであるラッチ解除用電動モータ２４とが内蔵される。また前記ラッチ機構２２Ｂは、ロ
ック状態およびアンロック状態のいずれでも車両ユーザによる車室内での操作によるラッ
チ解除操作力の機械的な入力に応じたラッチ解除が可能である。
【００２６】
　図７において、前記ラッチ機構２２Ｂのケーシング４５は、前記ロック・アンロック切
換用電動モータ２３および前記ラッチ解除用電動モータ２４を収容する第１ケース４６と
、車体側のストライカ（図示せず）を進入させ得る進入凹部５０を有して第１ケース４６
に着脱可能に取付けられる第２ケース４７とを有するものであり、第１ケース４６は、車
室側に向けて開放した函状のケース主体４８と、そのケース主体４８の開放端を閉じるよ
うにしてケース主体４８に着脱可能に取付けられるカバー部材４９とから成る。
【００２７】
　第２ケース４７には、後部サイドドアＤＢを閉じたときに前記進入凹部５０に進入して
きた前記ストライカに係合するラッチ５１が回動可能に支承されており、このラッチ５１
の回動を阻止することによって後部サイドドアＤＢが閉じ状態で保持されたラッチ状態と
なり、前記ラッチ５１の回動を許容することで前記後部サイドドアＤＢのラッチ状態が解
除されることになる。
【００２８】
　図８において、第１ケース４６におけるケース主体４８内の第２ケース４７寄りの部分
には、前記カバー部材４９とは反対側から順に、オープンリンク５４、リリースリンク５
５および第１キャンセルレバー５６が重なって配置されており、前記オープンリンク５４
もしくは前記リリースリンク５５が上下に延びる姿勢のままで上方に移動してラチェット
レバー５８に下方から当接、係合することで該ラチェットレバー５８が回動することによ
って、前記ラッチ５１の回動が許容され、前記後部サイドドアＤＢのラッチ状態が解除さ
れることになる。
【００２９】
　前記ケース主体４８の第２ケース４７側の下部には、後部サイドドアＤＢの外面側に配
設されるアウトサイドハンドル（図示せず）の操作に応じて回動するオープンレバー５９
が回動可能に支承されており、前記オープンリンク５４の下端部が、該オープンリンク５
４の回動を許容するようにして前記オープンレバー５９に連結され、前記オープンレバー
５９の回動に応じて前記オープンリンク５４は上下に作動する。しかもオープンリンク５
４には、該オープンリンク５４が図８で示すように上下に延びる姿勢にあるときに前記ラ
チェットレバー５８に下方から当接、係合可能な押圧部５４ａが設けられる。
【００３０】
　また前記リリースリンク５５は、上下に作動することを可能として前記ケース主体４８
に支承されており、前記ケース主体４８には、前記リリースリンク５５の上下動を案内す
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る案内壁６０が前記リリースリンク５５および第２ケース４７間に配置されるようにして
設けられ、前記ケース主体４８および前記リリースリンク５５間には、前記リリースリン
ク５５を前記案内壁６０に摺接させる側に付勢するねじりばね６１が設けられる。また前
記リリースリンク５５の上部にはリンクピン６２が植設され、前記ラチェットレバー５８
に下方から当接、係合可能な押圧部５５ａが前記リリースリンク５５に設けられる。
【００３１】
　第１キャンセルレバー５６の上端部には、前記案内壁６０と反対側および下方から前記
リンクピン６２に当接可能な当接面６３が形成されるとともに、前記リンクピン６２に第
２ケース４７と反対側から対向する係止板部６４が設けられる。
【００３２】
　第１キャンセルレバー５６の下端部は、リリースレバー６５の一端部に回動可能に連結
され、該リリースレバー６５の中間部は、第１キャンセルレバー５６を上下に作動させる
ように回動することを可能として第４支軸６６を介して前記ケース主体４８に支持される
。
【００３３】
　前記ケース主体４８には、前記ラッチ解除用電動モータ２４が固定的に配設されており
、このラッチ解除用電動モータ２４の出力軸６７に設けられるウォームギヤ６８に噛合す
るウォームホイル６９が、第４支軸６６と平行な軸線を有する第５支軸７０を介して前記
ケース主体４８に回動自在に支承される。このウォームホイル６９には、該ウォームホイ
ル６９とともに回動するカム７１が設けられており、そのカム７１に摺接するピン７２が
前記リリースレバー６５の他端部に植設される。しかも前記ケース主体４８および前記リ
リースレバー６５間には、前記ピン７２を前記カム７１に摺接させる方向に前記リリース
レバー６５を回動付勢するねじりばね７３が設けられる。
【００３４】
　而して前記ラッチ解除用電動モータ２４が前記ウォームホイル６９および前記カム７１
を図８の反時計方向に回動させるように作動すると、前記カム７１に前記ピン７２が摺接
していることによって前記リリースレバー６５が図８の反時計方向に回動し、第１キャン
セルレバー５６が上方に押し上げられることになる。
【００３５】
　前記ラッチ解除用電動モータ２４の上方で前記ケース主体４８の上部には前記ロック・
アンロック切換用電動モータ２３が固定的に配設されており、このロック・アンロック切
換用電動モータ２３の出力軸７６に設けられるウォームギヤ７７に噛合するウォームホイ
ル７８が第５支軸７０と平行な第６支軸７９を介して前記ケース主体４８に回動自在に支
承される。このウォームホイル７８には、その中心軸線からオフセットして係合突起８０
が設けられており、該係合突起８０を係合させ得る係止凹部８２を外周に有する扇状の第
１ロッキングレバー８４が第６支軸７９と平行な第７支軸８５を介して前記ケース主体４
８に回動自在に支承され、第１ロッキングレバー８４とともに回動する第２ロッキングレ
バー８６も第７支軸８５を介して前記ケース主体４８に回動可能に支承される。
【００３６】
　第２ロッキングレバー８６には、上下方向に延びて前記オープンリンク５４に設けられ
る長孔８９に挿通される第１ピン８７と、第１キャンセルレバー５６に設けられる矩形状
の開口部９０に挿通される第２ピン８８とが設けられる。而してケース主体４８および第
１キャンセルレバー５６間には、前記開口部９０の第２ケース４７とは反対側の側縁を第
２ピン８８に当接させる方向に第１キャンセルレバー５６を付勢するねじりばね９１が設
けられる。
【００３７】
　後部サイドドアＤＢのラッチ解除を可能とするアンロック状態とするときに、前記ロッ
ク・アンロック切換用電動モータ２３は、前記係合突起８０を係止凹部８２に係合させた
ウォームホイル７８を図８で示す位置に回動させて停止しており、この状態で第２ロッキ
ングレバー８６は第７支軸８５の軸線まわりに図８の反時計方向に最大限回動した状態に



(8) JP 5781024 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

ある。これにより前記オープンリンク５４および第１キャンセルレバー５６は図８で示す
ように上下方向に延びた姿勢となり、第１キャンセルレバー５６の上端部の当接面６３は
前記リンクピン６２に下方から当接して押し上げ可能となり、またオープンリンク５４の
押圧部５４ａもラチェットレバー５８に下方から当接可能となる。
【００３８】
　このようなアンロック状態で前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動によって第１キャ
ンセルレバー５６を、図９で示すように上方に押し上げると、第１キャンセルレバー５６
の上端部の当接面６３がリリースリンク５５のリンクピン６２に下方から当接し、第１キ
ャンセルレバー５６がさらに押し上げられるのに応じてリリースリンク５５も上方に押し
上げられ、リリースリンク５５の押圧部５５ａがラチェットレバー５８に下方から当接し
て該ラチェットレバー５８が回動駆動されることになり、後部サイドドアＤＢのラッチ状
態が解除される。またアンロック状態で、後部サイドドアＤＢの外面側に配設されるアウ
トサイドハンドルを操作して前記オープンレバー５９を回動すると、前記オープンリンク
５４が上方に押し上げられ、このオープンリンク５４の押圧部５４ａで前記ラチェットレ
バー５８が回動駆動され、これによっても後部サイドドアＤＢのラッチ状態が解除される
。
【００３９】
　前記ラッチ解除用電動モータ２４の作動もしくは前記アウトサイドハンドルの操作によ
っても後部サイドドアＤＢのラッチ解除を不能とするロック状態とするときには、前記ロ
ック・アンロック切換用電動モータ２３は、図８の状態から反時計方向にウォームホイル
７８を回動させ、前記係合突起８０を前記係止凹部８２に係合させたウォームホイル７８
を図１０で示す位置まで回動させて停止しており、この状態で第２ロッキングレバー８６
は第７支軸８５の軸線まわりに図１０の時計方向に最大限回動した状態にある。これによ
り前記オープンリンク５４および第１キャンセルレバー５６は、その上下方向に延びた姿
勢から前記案内壁６０から離れる方向に傾斜した姿勢となる。この状態で第１キャンセル
レバー５６の上端部の当接面６３は、第１キャンセルレバー５６が上方に移動しても前記
リンクピン６２に下方から当接することはなく、またオープンリンク５４の押圧部５４ａ
もラチェットレバー５８に下方から当接し得ない位置となる。したがって前記ラッチ解除
用電動モータ２４の作動によって第１キャンセルレバー５６が上方に押し上げられてもリ
リースリンク５５が上方に移動することはなく、また前記アウトサイドハンドルを操作し
てオープンリンク５４を上方に移動させても押圧部５４ａがラチェットレバー５８に下方
から当接することはないので、後部サイドドアＤＢはラッチ状態のままとなる。
【００４０】
　図７において、後部サイドドアＤＢのインサイドハンドル２１Ｂに配設された前記プッ
シュボタン２９の操作に応じて機械的な力をラッチ機構２２Ｂ側に伝達する前記ケーブル
３６は、アウターケーブル９２内にインナーケーブル９３が挿入されて成り、アウターケ
ーブル９２の前記ラッチ機構２２Ｂ側の端部は第１ケース４６のケース主体４８に支持さ
れる。
【００４１】
　図１１および図１２を併せて参照して、第１ケース４６におけるカバー部材４９には、
前記インサイドハンドル２１Ｂの前記プッシュボタン２９から機械的なラッチ解除操作力
が伝達される機械的操作力入力レバー９５が第８支軸９６を介して回動可能に支承される
。
【００４２】
　前記機械的操作力入力レバー９５は、前記アウターケーブル９２から突出したインナー
ケーブル９３の端部が先端部に連結されるようにした連結腕部９５ａと、該連結腕部９５
ａに直角に連設される押圧腕部９５ｂとを一体に有しており、連結腕部９５ａの先端部を
除く大部分を前記カバー部材４９の内側に配置するようにして第８支軸９６を介して前記
カバー部材４９に回動自在に支承される。
【００４３】
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　前記連結腕部９５ａの先端部はカバー部材４９から外方に突出され、この連結腕部９５
ａの先端部に前記インナーケーブル９３が連結される。これにより後部サイドドアＤＢの
インサイドハンドル２１Ｂに配設された前記プッシュボタン２９の操作に応じて前記ケー
ブル３６が牽引されると、前記機械的操作力入力レバー９５は第８支軸９６の軸線まわり
に図１２の反時計方向に回動することになる。
【００４４】
　図１３を併せて参照して、第１ケース４６におけるケース主体４８には、機械的なラッ
チ解除操作力の入力に応じて作動するとともにその作動量が所定量以上となるのに応じて
後部サイドドアＤＢのラッチ状態を解除するようにしたラッチ解除用作動部材であるラッ
チ解除用作動レバー９７が、第８支軸９６と同軸の第９支軸９８を介して回動自在に支承
される。
【００４５】
　前記ラッチ解除用作動レバー９７は、上下に延びる連動リンク１０１の下端部に連結ピ
ン１０２を介して連結される連結腕部９７ａと、該連結腕部９７ａと略直交する方向に延
びる受圧腕部９７ｂと、前記連結腕部９７ａと反対方向に延びる被検出腕部９７ｃとを一
体に有するように形成される。
【００４６】
　前記連結腕部９７ａおよび前記連動リンク１０１の下端部間にはねじりばね１０３が設
けられており、前記連動リンク１０１は、前記連結ピン１０２の軸線まわりに図８～図１
０の反時計方向に回動付勢され、前記ねじりばね１０３による回動付勢方向での前記連動
リンク１０１の回動端は第１ロッキングレバー８４に当接することで規制される。また第
１ロッキングレバー８４は、前記連動リンク１０１が最下限位置から上方に所定ストロー
クだけ移動したときには該連動リンク１０１の中間部に連動、連結され、前記連動リンク
１０１がさらに上方に移動したときに第１ロッキングレバー８４および第２ロッキングレ
バー８６は図８～図１０の反時計方向に回動駆動される。
【００４７】
　ところで、前記オープンリンク５４、前記リリースリンク５５および第１キャンセルレ
バー５６の上方で前記ケース主体４８には、第１０支軸９９を介して第２キャンセルレバ
ー１００が回動自在に支承される。この第２キャンセルレバー１００は、第１キャンセル
レバー５６の係止板部６４に前記案内壁６０側から対向する押圧腕部１００ａと、前記連
動リンク１０１の上方に位置する連結腕部１００ｂとを一体に有しており、連結腕部１０
０ｂの先端部および前記オープンリンク５４の長手方向中間部間はキャンセルリンク１０
４を介して連結される。而して前記連動リンク１０１が上方に押し上げられると、第２キ
ャンセルレバー１００の連結腕部１００ｂの先端部に前記連動リンク１０１の上端が当接
して該連結腕部１００ｂを押し上げることになり、前記押圧腕部１００ａで前記係止板部
６４が押されることによって第１キャンセルレバー５６が傾斜した姿勢となり、また前記
オープンリンク５４が上方に引き上げられることになる。
【００４８】
　また後部サイドドアＤＢの前記ラッチ機構２２Ｂには、後部サイドドアＤＢのインサイ
ドハンドル２１Ｂに配設されるプッシュボタン２９の通常操作および非常操作によっても
前記ラッチ機構２２Ｂのラッチ解除を不能とするためのチャイルドロック機構１０６が配
設される。
【００４９】
　図７および図１１に注目して、前記チャイルドロック機構１０６は、前記プッシュボタ
ン２９から機械的なラッチ解除操作力が伝達される前記機械的操作力入力レバー部材９５
と、前記ラッチ解除用作動レバー９７との連結および連結解除を切換えるように構成され
るものであり、操作部１０７ａを一端部に有して第１ケース４６におけるカバー部材４９
の外面側に配置される第１チャイルドレバー１０７と、第１チャイルドレバー１０７の他
端部に一端部が連結されて前記カバー部材４９の外面側に配置される第２チャイルドレバ
ー１０８と、前記機械的操作力入力レバー９５を前記カバー部材４９との間に挟むように
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して該機械的操作力入力レバー９５とともに第８支軸９６を介して前記ベース部材４９に
回動可能に支承される中継レバー１０９と、第８支軸９６の半径方向に沿う移動を可能と
して前記中継レバー１０９に一端部が連結されるとともに他端部が前記カバー部材４９を
貫通して第２チャイルドレバー１０８の他端部に挿通されるピン１１０とを備える。
【００５０】
　直線状に延びる第１チャイルドレバー１０７の中間部は前記カバー部材４９に第１１支
軸１１１を介して回動可能に支承されており、その一端部の前記操作部１０７ａは、後部
サイドドアＤＢを開放状態としないと操作し得ない位置に配置される。また略Ｌ字状に屈
曲して形成される第２チャイルドレバー１０８の中間部は第１２支軸１１２を介して前記
カバー部材４９に回動可能に支承されており、第２チャイルドレバー１０８の一端部は第
１チャイルドレバー１０７の他端部に連結ピン１１３を介して連結される。
【００５１】
　図１４に注目して、前記中継レバー１０９は、前記ラッチ解除用作動レバー９７の非作
動状態での前記受圧腕部９７ｂに第８および第９支軸９６，９８の軸線方向で重なる位置
に配置される押圧腕部１０９ａと、第８支軸９６の周方向で前記腕部１０９ａから間隔を
あけた位置で第８支軸９６の半径方向外方に延びる腕部１０９ｂとを備え、押圧腕部１０
９ａには、非作動状態に在る前記ラッチ解除用作動レバー９７の前記受圧腕部９７ｂに、
前記ケーブル３６で牽引されることによる前記機械的操作入力レバー９５の回動方向１１
４に沿う後方から対向、当接する押圧板部１０９ｃが直角に連設される。したがって中継
レバー１０９が図１４の反時計方向に回動すると前記ラッチ解除用作動レバー９７も反時
計方向に回動することになる。
【００５２】
　前記腕部１０９ｂには、第８支軸９６の半径方向に延びる第１長孔１１５が設けられて
おり、前記ピン１１０の一端部外周に設けられる環状凹部１１６に第１長孔１１５の両側
部が嵌合され、前記ピン１１０の一端部は第１長孔１１５に沿って移動することを可能と
して前記中継レバー１０９の前記腕部１０９ｂに連結される。しかも機械的操作力入力レ
バー９５の押圧腕部９５ｂは、第１長孔１１５の長手方向中間位置にある前記ピン１１０
に前記回動方向１１４に沿う後方側から当接可能なものであり、第１長孔１１５の外端は
第８支軸９６の半径方向に沿って前記押圧腕部９５ｂの外端よりも外方に位置するように
設定される。
【００５３】
　第２チャイルドレバー１０８の他端部には、第２チャイルドレバー１０８の非作動状態
において第８支軸９６の軸線を中心とする円弧状に形成される第２長孔１１７が設けられ
ており、前記ピン１１０の他端部は第２長孔１１７に挿通される。しかも第２チャイルド
レバー１０８が非作動状態にあるときに前記ピン１１０は第１長孔１１５の長手方向中間
位置に在り、前記ケーブル３６が牽引されない状態で前記ピン１１０は第２長孔１１７の
上端位置にある。
【００５４】
　また前記カバー部材４９には、第２チャイルドレバー１０８が非作動状態にあるときの
第１および第２長孔１１５，１１７を合わせた形状のガイド孔１１８が設けられており、
前記ピン１１０はそのガイド孔１１８を貫通する。
【００５５】
　前記チャイルドロック機構１０６を作動させるときには、第１チャイルドレバー１０７
の操作部１０７ａを図１５で示すように押し下げ、第１チャイルドレバー１０７を図１５
の時計方向に回動させる。そうすると第２チャイルドレバー１０８が図１５の反時計方向
に回動し、第２長孔１１７の上端部に一端部が挿通されている前記ピン１１０は、第２チ
ャイルドレバー１０７の回動に応じて第１長孔１１５内を外方に移動し、機械的操作力入
力レバー９５の押圧腕部９５ｂよりも外方に移動することになる。このためケーブル３６
の牽引によって機械的操作力入力レバー９５が回動方向１１４に回動しても、機械的操作
力入力レバー９５の押圧腕部９５ｂは、図１６で示すように、前記ピン１１０に当接する
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ことなく空振りし、機械的操作力入力レバー９５から前記ピン１１０を介して前記中継レ
バー１０９に回動力が伝達されることはない。このためラッチ解除用作動レバー９７も回
動せず、非作動状態のままである。
【００５６】
　ところで前記ラッチ機構２２Ｂには、後部サイドドアＤＢのインサイドハンドル２１Ｂ
に配設された前記プッシュボタン２９が通常操作されたことを検出して前記ラッチ解除用
電動モータ２４を作動させるためのラッチ解除意志検出手段であるスイッチ１２０が配設
されるものであり、このスイッチ１２０は、前記プッシュボタン２９からの機械的なラッ
チ解除操作力が前記機械的操作力入力レバー９５、前記ピン１１０および前記中継レバー
１０９を介して伝達される前記ラッチ解除用作動レバー９７の作動を検出するようにして
、前記ラッチ機構２２Ｂにおける第１ケース４６のケース主体４８に取付けられる。
【００５７】
　前記スイッチ１２０は、前記ケース主体４８に締結されるスイッチケース１２１と、該
スイッチケース１２１から突出する検出子１２２とを有し、検出子１２２は前記スイッチ
ケース１２１から突出する方向に弾発付勢され、この検出子１２２が押し込まれることで
スイッチング態様を変化させるように構成される。
【００５８】
　前記スイッチケース１２１は、前記機械的操作力入力レバー９５から前記ピン１１０お
よび前記中継レバー１０９を介して回動力が伝達されることによって前記ラッチ解除用作
動レバー９７が回動する際に、該ラッチ解除用作動レバー９７の前記被検出腕部９７ｃで
前記検出子１２２が押し込まれる位置で前記ケース主体４８に締結される。
【００５９】
　而して前記チャイルドロック機構１０６が非作動状態にあり、ピン１１０が第１長孔１
１５の長手方向中間位置に在って前記機械的操作力入力レバー９５から前記ラッチ解除用
作動レバー９７に回動力が伝達される状態で、後部サイドドアＤＢのインサイドハンドル
２１Ｂに配設された前記プッシュボタン２９が通常操作されると、図１７で示すように、
ケーブル３６がわずかに牽引されるのに応じて前記機械的操作力入力レバー９５がわずか
に回動し、それに応じて前記ラッチ解除用作動レバー９７がわずかに回動して前記スイッ
チ１２０の検出子１２２が前記ラッチ解除用作動レバー９７の前記被検出腕部９７ｃで押
し込まれ、それによってスイッチ１２０のスイッチング態様が変化することで前記ラッチ
解除用電動モータ２４がラッチ状態を解除する方向に作動することになる。
【００６０】
　さらに前記チャイルドロック機構１０６が非作動状態にあるときに、後部サイドドアＤ
Ｂのインサイドハンドル２１Ｂに配設された前記プッシュボタン２９が非常操作されると
、図１８で示すように、ケーブル３６が大きく牽引されるのに応じて前記機械的操作力入
力レバー９５が大きく回動し、それに応じて前記ラッチ解除用作動レバー９７が大きく回
動することになり、前記スイッチ１２０の検出子１２２は前記ラッチ解除用作動レバー９
７の前記被検出腕部９７ｃで押し込まれたままとなる。
【００６１】
　このように前記ラッチ解除用作動レバー９７が大きく回動すると、図１９で示すように
、前記連動リンク１０１は上方に大きく押し上げられ、第２キャンセルレバー１００が図
１９の時計方向に回動して第１キャンセルレバー５６がその当接面６３をリンクピン６２
の下方から側方に変位させるように傾斜した姿勢となり、オープンリンク５４が上方に引
き下げられる。このとき第２ロッキングレバー８６は図１９の反時計方向に回動駆動され
、前記オープンリンク５４の長孔８９に第２ロッキングレバー８６の第１ピン８７が挿通
されているので、第２ロッキングレバー８６の回動によって前記オープンリンク５４は上
下に延びた姿勢となり、このオープンリンク５４の押圧部５４ａが前記ラチェットレバー
５８に下方から当接、係合して該ラチェットレバー５８が回動され、それによって後部サ
イドドアＤＢのラッチ状態が解除される。
【００６２】
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　図２に注目して、運転席側サイドドアＤＡの前記ラッチ機構２２Ａは、前記チャイルド
ロック機構１０６が設けられていない点と、運転席側サイドドアＤＡに設けられるシリン
ダ錠１２５（図１参照）からのラッチ解除操作力の入力に応じてラッチ状態を解除する機
構が設けられる点とを除いて、後部サイドドアＤＢの前記ラッチ機構２２Ｂと同様に構成
されており、詳細な説明は省略する。
【００６３】
　次にこの実施の形態の作用について説明すると、運転席側サイドドアＤＡおよび後部サ
イドドアＤＢを含む全てのドアには、ラッチ解除用動力を発揮し得るラッチ解除用電動モ
ータ２４…を内蔵するラッチ機構２２Ａ，２２Ｂ…が、前記ラッチ解除用電動モータ２４
…の作動ならびに機械的なラッチ解除操作力の入力に応じてラッチ状態を解除するように
して設けられており、前記ラッチ解除用電動モータ２４…を作動させるようにした車両ユ
ーザの通常操作ならびに前記ラッチ機構２２Ａ，２２Ｂ…に機械的なラッチ解除操作力を
入力するようにした車両ユーザの非常操作を可能としたプッシュボタン２９…が、運転席
側サイドドアＤＡおよび後部サイドドアＤＢを含む全てのドアのインサイドハンドル２１
Ａ，２１Ｂ…の把持部２１ａの上部に配設されており、各インサイドハンドル２１Ａ，２
１Ｂ…の把持部２１ａには、車両ユーザが操作することを可能とした規制解除用操作部材
３７と、該規制解除用操作部材３７の非操作状態では前記プッシュボタン２９…の非常操
作を規制するものの前記規制解除用操作部材３７の操作に応じて前記プッシュボタン２９
…の非常操作を許容するようにした非常操作規制手段３８とが、前記規制解除用操作部材
３７が前記把持部２１ａの下部に配置されるようにしてそれぞれ配設されるので、不必要
にプッシュボタン２９…の非常操作を行うことを回避することができる。
【００６４】
　また後部サイドドアＤＢに設けられるラッチ機構２２Ｂは、機械的なラッチ解除操作力
の入力に応じて作動するラッチ解除用作動レバー９７を備えるとともに、該ラッチ解除用
作動レバー９７が所定量以上作動するのに応じてラッチ状態を解除可能とするとともに前
記ラッチ解除用電動モータ２４の作動によってもラッチ状態を解除可能であり、後部サイ
ドドアＤＢのインサイドハンドル２１Ｂに配設されるプッシュボタン２９を車両ユーザが
通常操作したことを検出して前記ラッチ解除用電動モータ２４を作動させるためのスイッ
チ１２０と、前記プッシュボタン２９の通常操作および非常操作によってもラッチ解除を
不能としたチャイルドロック機構１０６とがラッチ機構２２Ｂに配設されており、そのチ
ャイルドロック機構１０６が、前記プッシュボタン２９から機械的なラッチ解除操作力が
伝達される機械的操作力入力レバー９５および前記ラッチ解除用作動レバー９７の連結お
よび連結解除を切換えるように構成され、前記スイッチ１２０が前記ラッチ解除用作動レ
バー９７の作動を検出するものであるので、チャイルドロック時にプッシュボタン２９の
操作を規制する構造が不要となり、プッシュボタン２９が配設されるインサイドハンドル
２１Ｂの内部構造の複雑化ならびに該インサイドハンドル２１Ｂの大型化を回避しつつ、
部品点数を少なくした簡単な構造で、チャイルドロック時にプッシュボタン２９の操作に
よるラッチ解除を不能とすることができる。
【００６５】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を
行うことが可能である。
【符号の説明】
【００６６】
２１・・・インサイドハンドル
２１ａ・・・把持部
２２Ａ，２２Ｂ・・・ラッチ機構
２４・・・電気式アクチュエータであるラッチ解除用電動モータ
２９・・・ラッチ解除用操作部材であるプッシュボタン
３７・・・規制解除用操作部材
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